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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】折りたたみが容易なベビーカーを提供する。
【解決手段】ベビーカーは、ベビーカーフレーム１と、
ベビーカーフレームに配置されたベビーカーロック機構
と、ベビーカーフレームに配置された座席とを備える。
ベビーカーフレームはプッシュロッドを備え、プッシュ
ロッド９が座席の前に位置する第１の開き位置と、ベビ
ーカーロック機構の制御の下で第１の開き位置から折り
たたまれて変形する場合の最終位置である第１の折りた
たみ位置と、プッシュロッドが座席の後ろに位置する第
２の開き位置と、ベビーカーロック機構の制御の下で第
２の開き位置から折りたたまれて変形する場合の最終位
置である第２の折りたたみ位置とを有する。ベビーカー
フレームはプッシュロッドを固定するプッシュロッドロ
ック機構をさらに備える。ベビーカーフレームを第１の
折りたたみ位置または第２の折りたたみ位置のいずれか
らも折りたたむことができ、便利に用いることができる
。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　プッシュロッド（９）を有するベビーカーフレーム（１）と、
　前記ベビーカーフレーム（１）に配置されたベビーカーロック機構と、
　前記ベビーカーフレーム（１）に配置された座席と、
　前記ベビーカーフレーム（１）の前底部に配置された前輪アセンブリ（２）と、
　前記ベビーカーフレーム（１）の後底部に配置された後輪アセンブリ（３）とを備える
ベビーカーであって、
　前記ベビーカーフレーム（１）は、前記プッシュロッド（９）が前記座席の前に位置す
る第１の開き位置と、前記プッシュロッド（９）が前記座席の後ろに位置する第２の開き
位置と、前記第１の開き位置から折りたたまれて変形する場合の最終位置である第１の折
りたたみ位置と、前記第２の開き位置から折りたたまれて変形する場合の最終位置である
第２の折りたたみ位置とを有し、
　前記ベビーカーフレーム（１）はさらに前記プッシュロッド（９）を固定するプッシュ
ロッドロック機構を備えることを特徴とするベビーカー。
【請求項２】
　前記ベビーカーフレーム（１）はさらに
　前輪ブラケット（４）と、
　後輪ブラケット（５）と、
　サイドアームレスト（６）と、
　上部が前記アームレスト（６）の後部に回転可能に接続された後部接続ロッド（７）と
、
　前記後輪ブラケット（５）に設けられ、前記後輪ブラケットの長手方向に沿って摺動可
能なスライドスリーブ（１０）とを備え、
　前記前輪ブラケット（４）の上部、前記後輪ブラケット（５）の上部、及びサイドアー
ムレスト（６）の前部の内の１つが、他の２つにそれぞれ回転可能に接続されており、
　前記後部接続ロッド（７）の下端と前記プッシュロッド（９）の下端が、それぞれスラ
イドスリーブ（１０）に回転可能に接続されており、
　前記後部接続ロッド（７）の下端と前記プッシュロッド（９）の下端が、それぞれスラ
イドスリーブ（１０）に回転可能に接続されている請求項１に記載のベビーカー。
【請求項３】
　前記プッシュロッドロック機構は、前記プッシュロッド（９）に設けられ、前記プッシ
ュロッド（９）の長手方向に沿って摺動可能な摺動可能ロック部材（１５）と、
　前記サイドアームレスト（６）の後部または前記後部接続ロッド（７）の上部に固定さ
れた第１の位置決め部材（１６）と、
　前記スライドスリーブ（１０）の上部に固定された第２の位置決め部材（１７）とで構
成され、
　前記摺動可能ロック部材（１５）が前記第１の位置決め部材（１６）または前記第２の
位置決め部材（１７）に係合することで前記プッシュロッド（９）が固定され、
　前記プッシュロッドロック機構がロック解除位置にある場合、前記摺動可能ロック部材
（１５）は、前記第１の位置決め部材（１６）または前記第２の位置決め部材（１７）か
ら外れている請求項１に記載のベビーカー。
【請求項４】
　前記摺動可能ロック部材（１５）は、摺動可能ロック溝（１８）を備え、前記プッシュ
ロッドロック機構が前記プッシュロッド（９）を固定している場合、前記第１の位置決め
部材（１６）または前記第２の位置決め部材（１７）が前記摺動可能ロック溝（１８）に
挿入され、前記プッシュロッドロック機構が前記プッシュロッド（９）を固定していない
場合、前記第１の位置決め部材（１６）または前記第２の位置決め部材（１７）が前記摺
動可能ロック溝（１８）から外れている請求項３に記載のベビーカー。
【請求項５】
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　前記ベビーカーフレーム（１）はさらに前記スライドスリーブ（１０）に回転可能に接
続された座席ロッドを備え、前記座席ロッドの前部が前記前輪ブラケット（４）に回転可
能に接続されている請求項２～４のいずれかに記載のベビーカー。
【請求項６】
　前記プッシュロッドロック機構が、前記スライドスリーブ（１０）と前記後輪ブラケッ
ト（５）の間に設けられた請求項２～４のいずれかに記載のベビーカー。
【請求項７】
　前記ベビーカーロック機構は、第１の回転軸（１９）上に設けられ、前記第１の回転軸
（１９）の軸方向に沿って摺動可能であり、それを介して前記プッシュロッド（９）の下
端が回転可能に前記スライドスリーブ（１０）に接続されているロックピン（１１）と、
前記後輪ブラケット（５）に設けられたロック穴（１２）とで構成され、前記ベビーカー
ロック機構は、前記ロックピン（１１）が前記ロック穴（１２）に挿入されたロック位置
と、前記ロックピン（１１）が前記ロック穴（１２）から外れたロック解除位置とを有す
る請求項２～４のいずれかに記載のベビーカー。
【請求項８】
　前記ベビーカーロック機構を前記ロック位置で安定して維持するための第１の弾性部材
（１３）が、前記第１の回転軸（１９）と前記ロックピン（１１）の間に配置されている
請求項７に記載のベビーカー。
【請求項９】
　通路（１４）が前記第１の回転軸（１９）上にその長手方向に沿って設けられ、前記ロ
ックピン（１１）が前記通路（１４）内に位置する請求項７に記載のベビーカー。
【請求項１０】
　前記プッシュロッド（９）は、前記通路（１４）と連通した管形チャンバを有する請求
項９に記載のベビーカー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ベビーカーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術において、ベビーカーは概してベビーカーフレームと、ベビーカーフレームに
配置された座席と、ベビーカーフレームの底部に設けられた車輪アセンブリと、ベビーカ
ーフレームが開いている場合にそれを固定するロック機構とを備えている。ベビーカーフ
レームは、ベビーカーが開いている場合に、必要に応じて座席の前または後ろに位置する
ように調整可能なプッシュロッドを備えている。しかしながら、プッシュロッドにより生
じる障害を取り除くために、ベビーカーフレームを折りたたむ前にプッシュロッドを座席
の後ろにやらなければならないため、使用時にとても不便である。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　本考案は、折りたたみが容易なベビーカーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　これらの目的の１つ以上を実現するために、本考案は、ベビーカーフレームと、ベビー
カーフレームに配置されたベビーカーロック機構と、ベビーカーフレームに配置された座
席と、ベビーカーフレームの前底部に配置された前輪アセンブリと、ベビーカーフレーム
の後底部に配置された後輪アセンブリとを備えるベビーカーを提供する。ベビーカーフレ
ームはプッシュロッドを備え、プッシュロッドが座席の前に位置する第１の開き位置と、
プッシュロッドが座席の後ろに位置する第２の開き位置とを有し、ベビーカーフレームは
また、第１の開き位置から折りたたまれて変形する場合の最終位置である第１の折りたた
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み位置と、第２の開き位置から折りたたまれて変形する場合の最終位置である第２の折り
たたみ位置とを有する。ベビーカーフレームは、プッシュロッドを固定するプッシュロッ
ドロック機構をさらに備える。
【０００５】
　一実施形態において、ベビーカーフレームはさらに、前輪ブラケットと、後輪ブラケッ
トと、サイドアームレストと、上部がサイドアームレストの後部に回転可能に接続された
後部接続ロッドとを備え、前輪ブラケットの上部、後輪ブラケットの上部、及びサイドア
ームレストの前部の内の１つが、他の２つのそれぞれに回転可能に接続されている。スラ
イドスリーブが、後輪ブラケットにその長手方向に沿って摺動可能に設けられ、後部接続
ロッドの下端とプッシュロッドの下端が、それぞれスライドスリーブに回転可能に接続さ
れている。ベビーカーフレームを折りたたむ時に、スライドスリーブが後輪ブラケットの
長手方向に沿って摺動すると共に、後部接続ロッドが後輪ブラケットに対して回転し、か
つスライドスリーブの摺動動作と共に同期的に移動し、サイドアームレストも回転し、最
終的にはベビーカーフレームがたたんでしまえるようになる。よってこの例では、プッシ
ュロッドが座席の前にあろうと後ろにあろうと、ベビーカーフレームを折りたたむ時にプ
ッシュロッドがスライドスリーブの動作と共に後輪ブラケットに対して移動する。
【０００６】
　また、プッシュロッドロック機構は、プッシュロッドにその長手方向に沿って摺動可能
に設けられた摺動可能ロック部材と、サイドアームレストの後部または後部接続ロッドの
上部に固定された第１の位置決め部材と、スライドスリーブの上部に固定された第２の位
置決め部材とで構成される。摺動可能ロック部材が第１の位置決め部材に係合することで
プッシュロッドが固定され、また摺動可能ロック部材が第２の位置決め部材に係合するこ
とでもプッシュロッドが固定され得る。プッシュロッドロック機構がロック解除位置にあ
る場合、摺動可能ロック部材は、第１の位置決め部材または第２の位置決め部材から外れ
ている。摺動可能ロック部材と第１の位置決め部材とが係合して、プッシュロッドが第２
の開き位置にあるベビーカーフレームに固定される場合、ベビーカーフレームが一度折り
たたまれるとプッシュロッドの下端がスライドスリーブとともに後輪ブラケットに沿って
移動し、かつプッシュロッドが後輪ブラケットに対して同期的に回転する。摺動可能ロッ
ク部材がプッシュロッドに対して摺動可能であるため、この過程において、プッシュロッ
ドはベビーカーフレームの折りたたみの妨げとならない。摺動可能ロック部材と第２の位
置決め部材とが係合して、プッシュロッドが第１の開き位置にあるベビーカーフレームに
固定された場合、プッシュロッドの２つの接続継手がスライドスリーブに設けられている
ことから、プッシュロッドは、一度ベビーカーフレームが折りたたまれるとサイドアーム
レストまたは他の構成要素を後輪ブラケットに対して折りたたむ上での妨げとならない。
上記から、ベビーカーフレームが第１の開き位置にあっても、または第２の開き位置にあ
っても、プッシュロッドロック機構のロックを解除しなくても、またはプッシュロッドの
位置を折りたたむ前に調整しなくてもプッシュロッドがベビーカーフレームの折りたたみ
の妨げとならないことが当業者には分かるであろう。
【０００７】
　さらに、摺動可能ロック部材は、摺動可能ロック溝を備え、プッシュロッドロック機構
がプッシュロッドをベビーカーフレームに固定している場合、第１の位置決め部材または
第２の位置決め部材が摺動可能ロック溝に挿入されている一方で、プッシュロッドロック
機構がプッシュロッドをロックしていない場合、第１の位置決め部材または第２の位置決
め部材は摺動可能ロック溝から外れている。
【０００８】
　好適な実施形態において、ベビーカーフレームはさらにスライドスリーブに回転可能に
接続された座席ロッドを備え、その前部は前輪ブラケットに回転可能に接続されている。
座席ロッドは主として座席を支えるために用いられるが、ベビーカーフレームの構造も安
定的に維持している。ベビーカーフレームを折りたたむ場合、座席ロッドの前端が前輪ブ
ラケットに対して回転し、スライドスリーブに接続された座席ロッドの部位がスライドス
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リーブと共に移動し、後輪ブラケットに対して同期的に回転する。
【０００９】
　ベビーカーロック機構が、スライドスリーブと後輪ブラケットの間に設けられているこ
とが好ましい。スライドスリーブと後輪ブラケットとが固定されている限り、ベビーカー
フレーム全体が確実にロックされ、容易な操作方法が提供される。
【００１０】
　プッシュロッドの下端が第１の回転軸を介してスライドスリーブに回転可能に接続され
ていることが好ましい。ベビーカーロック機構は、第１の回転軸上にその軸方向に沿って
摺動可能に設けられたロックピンと、後輪ブラケットに設けられたロック穴とで構成され
得る。ベビーカーロック機構は、ロックピンがロック穴に挿入されたロック位置と、ロッ
クピンがロック穴から外れたロック解除位置とを有する。そのようなベビーカーロック機
構は構造が簡潔であり操作も容易である。それに加え、ロックピンは第１の回転軸と同軸
かまたそうでなくても、ロックピンをスライドスリーブに配置して、第１の回転軸の軸か
ら傾斜した方向に沿ってロック穴へ、またはロック穴から移動させることができる。
【００１１】
　さらに、ベビーカーロック機構をロック位置で安定して維持するための第１の弾性部材
が、第１の回転軸とロックピンの間に配置されている。
【００１２】
　さらに、通路が第１の回転軸上にその長手方向に沿って設けられ、ロックピンが通路内
に位置している。
【００１３】
　さらに、プッシュロッドは、通路と連通した管形チャンバを有し、それによりドラグケ
ーブル（drag cable）が管形チャンバ内に配置され、ドラグケーブルの一端が解除動作手
段とリンク接続され、他端がロックピンにリンク接続されているため、ロック解除作業を
容易に行うことができる。
【００１４】
　本考案の範囲は、上述の技術特徴の特定の組み合わせからなる技術スキームに限定され
ず、同特徴の基本的な組み合わせから変えられたさらに他の変更またはそれらの同等物、
例えば、（限定されないが）元のものを置き換えて、開示されたものと同様の機能を有す
る技術特徴によって変えられた変更も含められるべきである。
【考案の効果】
【００１５】
　本考案は、ベビーカーフレームを第１の折りたたみ位置から、または第２の折りたたみ
位置から折りたたむことができるという利点を有し、便利に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、ベビーカーフレームが第２の開き位置にある本考案の好適な実施形態に
係るベビーカーの斜視図である。
【図２】図２は、ベビーカーフレームが第２の折りたたみ位置にある本考案の好適な実施
形態に係るベビーカーの斜視図である。
【図３】図３は、ベビーカーフレームが第１の開き位置にある本考案の好適な実施形態に
係るベビーカーの斜視図である。
【図４】図４は、ベビーカーフレームが第１の折りたたみ位置にある本考案の好適な実施
形態に係るベビーカーの斜視図である。
【図５】図５は、ベビーカーフレームが第２の開き位置にある本考案の好適な実施形態に
係るベビーカーの断面図である。
【図６】図６は、ベビーカーフレームが、第２の開き位置から第２の折りたたみ位置に変
わる途中にある本考案の好適な実施形態に係るベビーカーの断面図である。
【図７】図７は、ベビーカーフレームが第２の折りたたみ位置にある本考案の好適な実施
形態に係るベビーカーの断面図である。
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【図８】図８は、ベビーカーフレームが第１の開き位置にある本考案の好適な実施形態に
係るベビーカーの断面図である。
【図９】図９は、ベビーカーフレームが、第１の開き位置から第１の折りたたみ位置に変
わる途中にある本考案に係る好適な実施形態のベビーカーの断面図である。
【図１０】図１０は、ベビーカーフレームが第１の折りたたみ位置にある本考案の好適な
実施形態に係るベビーカーの断面図である。
【図１１】図１１は、図６における線Ａ－Ａに沿ってベビーカーフレーム全体を見た場合
の部分断面図である。
【図１２】図１２は、図８における線Ｂ－Ｂに沿ってベビーカーフレーム全体を見た場合
の部分断面図である。
【図１３】図１３は、ベビーカーロック機構がロック位置にある場合の図１２におけるＣ
の拡大図である。
【図１４】図１４は、ベビーカーロック機構がロック解除位置にある場合の図１２におけ
るＣの拡大図である。
【図１５】図１５は、ベビーカーロック機構がロック解除位置にある場合の図１１におけ
るＤの拡大図である。
【図１６】図１６は、プッシュロッドロック機構がロック解除位置にある場合の図１１に
おけるＥの拡大図である。
【図１７】図１７は、ベビーカーロック機構がロック位置にある場合の図１２におけるＦ
の拡大図である。
【考案を実施するための形態】
【００１７】
　本考案を実施するための形態を下記で説明するに際し、図面を参照する。
【００１８】
　図１～図４に示すように、ベビーカーは、ベビーカーフレーム１と、ベビーカーフレー
ム１に配置されたベビーカーロック機構と、ベビーカーフレーム１に配置された座席（図
示せず。後述の座席ロッド８に支持されている。）と、ベビーカーフレーム１の前底部に
配置された前輪アセンブリ２と、ベビーカーフレーム１の後底部に配置された後輪アセン
ブリ３とを備える。
【００１９】
　ベビーカーフレーム１はプッシュロッド９を備え、プッシュロッド９は、一例では図１
に示すようにベビーカーフレーム１が第２の開き位置にある場合は座席の後に位置し、ま
た一例では図３に示すようにベビーカーフレーム１が第１の開き位置にある場合は座席の
前に位置している。プッシュロッド９の位置を調整することなく、ベビーカーフレーム１
を、第１の開き位置または第２の開き位置からたたんでしまうことができる。図２は、ベ
ビーカーフレーム１の第２の折りたたみ位置を示し、同位置は図１に示す第２の開き位置
から折りたたまれて変形する場合の最終位置である。図４は、ベビーカーフレーム１の第
１の折りたたみ位置を示し、同位置は図３に示す第１の開き位置から折りたたまれて変形
する場合の最終位置である。
【００２０】
　ベビーカーロック機構は、ベビーカーフレーム１を第１の開き位置または第２の開き位
置に固定するために用いられるものであり、ベビーカーフレーム１を折りたたむ前にその
ロックを解除しなければならない。
【００２１】
　図１～図１０に例示の本考案の実施形態に係るベビーカーにおいて、ベビーカーフレー
ム１は、前輪ブラケット４と、
　後輪ブラケット５と、
　サイドアームレスト６と、
　その上部がサイドアームレスト６の後部に回転可能に接続された後部接続ロッド７と、
　その前部が前輪ブラケット４に回転可能に接続された座席ロッド８と、
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　後輪ブラケット５に設けられ、後輪ブラケット５の長手方向に沿って摺動可能であるス
ライドスリーブ１０とを備え、
　前輪ブラケット４の下部には前輪アセンブリ２が設けられており、後輪ブラケット５の
下部に後輪アセンブリ３が設けられており、前輪ブラケット４の上部、後輪ブラケット５
の上部、及びサイドアームレスト６の前部の内の１つが、他の２つのそれぞれに回転可能
に接続されており、後部接続ロッド７の下端とプッシュロッド９の下端が、それぞれスラ
イドスリーブ１０に回転可能に接続され、座席ロッド８もスライドスリーブ１０に回転可
能に接続されている。
【００２２】
　ベビーカーロック機構は、スライドスリーブ１０と後輪ブラケット５の間に設けられて
いる。
【００２３】
　図１１～図１５に示すように、プッシュロッド９の下端は、第１の回転軸１９を介して
スライドスリーブ１０に回転可能に接続されている。ベビーカーロック機構は、ロックピ
ン１１と、後輪ブラケット５に設けられたロック穴１２とで構成される。各図に示すよう
に、ロックピン１１を第１の回転軸１９上に設け、回転軸１９の軸方向に沿ってスライド
させることができる。ロックピン１１は、回転軸１９に対して平行な軸に沿って、または
回転軸１９からそれた軸に沿って移動させることもできる。ベビーカーロック機構は、ロ
ックピン１１がロック穴１２に挿入されたロック位置と、ロックピン１１がロック穴１２
から外れたロック解除位置とを有する。ベビーカーロック機構をロック位置に安定して維
持するための第１の弾性部材１３が、第１の回転軸１９とロックピン１１との間に配置さ
れている。通路１４が第１の回転軸１９上にその長手方向に沿って設けられ、その中にロ
ックピン１１が位置している。プッシュロッド９は、通路１４と連通した管形チャンバを
有する。通常、解除動作手段は、プッシュロッド９に可動に接続されている。ドラグケー
ブルが解除動作手段とロックピン１１の間に配置されている。解除動作手段を引くと、ロ
ックピン１１がドラグケーブルの制御下で移動し、それによってベビーカーロック機構が
、ロック位置からロック解除位置に変化する。
【００２４】
　プッシュロッド９をベビーカーフレーム１に固定するプッシュロッドロック機構がベビ
ーカーフレーム１に配置されている。ベビーカーフレーム１が開いている場合、プッシュ
ロッド９が座席の前にあってもまた後ろにあっても、プッシュロッドロック機構を用いて
プッシュロッド９を固定することで、より押し易い方法が提供される。とは言え、プッシ
ュロッド９の位置を切り替える前に、プッシュロッドロック機構のロックを解除する必要
がある。
【００２５】
　図１６及び図１７に示すように、プッシュロッドロック機構は、プッシュロッド９に設
けられ、プッシュロッド９の長手方向に沿って摺動可能な摺動可能ロック部材１５と、サ
イドアームレスト６の後部に固定された第１の位置決め部材１６と、スライドスリーブ１
０の上部に固定された第２の位置決め部材１７とで構成される。プッシュロッドロック機
構は、プッシュロッドロック位置とプッシュロッド回転可能位置とを有し、プッシュロッ
ドロック機構がプッシュロッドロック位置にある場合、摺動可能ロック部材１５が、第１
の位置決め部材１６または第２の位置決め部材１７に係合し、プッシュロッドロック機構
がプッシュロッド回転可能位置にある場合、摺動可能ロック部材１５は、第１の位置決め
部材１６または第２の位置決め部材１７から外れている。即ち、ベビーカーフレーム１が
第１の開き位置にある場合、摺動可能ロック部材１５が第２の位置決め部材１７と係合し
、それによりプッシュロッドロック機構がプッシュロッドロック位置に置かれる。同様に
、ベビーカーフレーム１が第２の開き位置にある場合、摺動可能ロック部材１５が第１の
位置決め部材１６と係合し、それによりプッシュロッドロック機構がプッシュロッドロッ
ク位置に置かれる。プッシュロッドロック機構がプッシュロッド回転可能位置にある場合
、ベビーカーフレーム１は第１の開き位置と第２の開き位置とを行き来できる。摺動可能
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ロック部材１５は、摺動可能ロック溝１８を備え、プッシュロッドロック機構がプッシュ
ロッドロック位置にある場合、第１の位置決め部材１６または第２の位置決め部材１７が
摺動可能ロック溝１８に挿入され、プッシュロッドロック機構がプッシュロッド回転可能
位置にある場合、第１の位置決め部材１６または第２の位置決め部材１７は摺動可能ロッ
ク溝１８から外れている。
【００２６】
　上記の説明は例示することのみを意図したものであって、図面に示した上述の例に限定
されない。当業者は、開示した考案の範囲から逸脱することなく説明した実施形態に変更
を加える得ることを認識するであろう。本開示の検討に鑑み、本考案の範囲に入る導出的
に変えられたさらに他の変更及びそれらの技術的同等物は当業者には明らかであり、その
ような変更は添付の請求項の範囲に入るものである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(9) JP 3165732 U 2011.2.3

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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